
生駒市条例第１６号 

  生駒市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和３年６月１１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市税条例の一部を改正する条例 

生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

第１４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。以下この項において同じ｡)」を加える。 

第２９条の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者に

限る」に改める。 

附則第７条の３第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び

控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ｡)」を加える。 

附則第８条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１２条の２中第２５項を第２６項とし、第２４項を第２５項とし、第２

３項の次に次の１項を加える。 

24 法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の１

とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施

行する。 

(1) 附則第８条の改正規定 令和４年１月１日  

(2) 第１４条第２項及び第２９条の３第１項の改正規定並びに附則第７条の



３第１項の改正規定並びに次条の規定 令和６年１月１日 

(3) 附則第１２条の２中第２５項を第２６項とし、第２４項を第２５項と

し、第２３項の次に１項を加える改正規定 特定都市河川浸水被害対策法等

の一部を改正する法律（令和３年法律第３１号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 改正後の第１４条第２項及び第２９条の３第１項の規定並びに改正後の

附則第７条の３第１項の規定は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例によ

る。 


